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5. 4 日照阻害 

5. 4. 1 現況調査 

(1) 調査内容 

事業計画地周辺における日影状況を把握するために、事業計画地周辺の建築物の分

布状況を整理した。 

現況調査の内容は、表 5-4-1 に示すとおりである。 

 

表 5-4-1 調査内容 

 

調査対象項目 調査対象範囲・地点 調査対象期間 調査方法 

建築物の分布状況等 事業計画地周辺地域 適宜 
既存資料調査 

土地利用計画図他 

 

(2) 調査結果 

事業計画地及びその周辺の土地利用の状況は、図 5-4-1 に示すとおりである。 

事業計画地は、大阪都心の中之島エリアに位置し、周辺には業務施設に加えて宿泊

施設、文教施設、病院、住宅等の中高層建築物が集積して立地している。 

事業計画地は商業地域に指定されており、「大阪市建築基準法施行条例」に基づく

日影規制の対象区域外となっている。事業計画地及びその周辺の用途地域は、ほとん

どが商業地域に指定されている。また、事業計画地の北西には第２種住居地域及び準

工業地域に指定されている区域があるが、指定容積率が 300％であり、規制対象区域

とはならないため、日影規制を受けない。第２種住居地域及び準工業地域における大

阪市建築基準法施行条例の日影規制は表 5-4-2 のとおりである。 

 

表 5-4-2 大阪市建築基準法施行条例に基づく日影規制 

 

対象区域 
規制される

建物 

日影
測定
面の
高さ 

規制される日影時間 

用途地域 
指定 
容積 
率 

敷地境界線から 
５ｍをこえ 10ｍ 

以内の範囲 

敷地境界線から 
10ｍをこえる 

範囲 

第２種住居地域 

200

％ 

高さ 10ｍを 

こえる建物 

４ｍ 

５時間以上 ３時間以上 
準工業地域 

（公有水面埋立法の規定に基づ

く免許又は承認に係る埋立区

域を除く） 

6.5ｍ 
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図 5-4-1 事業計画地周辺の土地利用の状況 
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5. 4. 2 施設の存在に伴う影響の予測・評価 

(1) 予測内容 

本事業における建物の設置により発生する日影が事業計画地周辺の日照の状況に及

ぼす影響について、数値計算により予測した。予測内容は、表 5-4-3 に示すとおりで

ある。 

 

表 5-4-3 予測内容 

 

予測項目 予測範囲・地点 予測時点 予測方法 

建築物の設置に伴う日影 

・冬至日の真太陽時８時～16 時

における時刻別日影及び日影

時間 

事業計画地周辺地域 施設完成後 
幾何学的計算式

により予測 

 

 

(2) 予測方法 

① 予測手順 

計画建物の設置により発生する日照阻害の予測手順は、図 5-4-2 に示すとおりで

ある。 

事業計画をもとに、計画建物をモデル化し、冬至日の太陽の幾何学的位置より計

画建物による時刻別日影図並びに等時間日影図を作成した。 

なお、日影図作成面の高さは、大阪市建築基準法施行条例における日影規制の第

２種住居地域の日影測定面の高さである、平均地盤面から４ｍの高さとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-2 日照阻害の予測手順 

 

事 業 計 画 

計画建物のモデル化 

太 陽 位 置 

日 影 計 算 

時 刻 別 日 影 図 等 時 間 日 影 図 
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② 予測モデル 

日影の予測は、以下に示す太陽の幾何学的位置と建物の高さにより計算した。 

なお、予測地点の緯度・経度は次のとおり設定した。 

 

 経度：東経 135°31′00" 

 緯度：北緯  35°00′00" 

 

太陽の位置 

sinｈ＝sinψ・sinδ＋cosψ・cosδ・cosτ 

sinＡ＝cosδ・sinτ/cosｈ 

 

ここで、 

 ｈ：太陽高度 

Ａ：方位角 

ψ：観測点の緯度 

δ：日赤緯（＝ -23°27′：冬至日） 

τ：日周軌道上の太陽位置 

（＝（真太陽時－12 時）×15°） 

 

日影の長さ 

Ｌ＝Ｈ・cotｈ 

 

ここで、 

 Ｌ：日影の長さ 

Ｈ：建物の高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4-3 太陽位置と日影 
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(3) 予測結果 

計画建物における時刻別日影は図 5-4-4 に、等時間日影は図 5-4-5 に示すとおりで

ある。 

時刻別日影図によると、計画建物による冬至日の８～16 時までの日影は、事業計

画地の北西側から北東側の広い区域に及ぶが、その区域は商業地域、準工業地域及び

第２種住居地域になると予測された。 

等時間日影図によると、事業計画地北側の区域の一部が日影時間が３時間以上の区

域となるが、この区域は商業地域に指定されており、日影規制に適合する。 

 

(4) 評価 

① 環境保全目標 

日照阻害についての環境保全目標は、「環境への影響を最小限にとどめるよう、

環境保全について配慮されていること」、「事業による影響が、建築基準法や大阪

市建築基準法施行条例による日影規制の規定に適合すること」とし、本事業の実施

が事業計画地周辺の日影に及ぼす影響について、予測結果を環境保全目標に照らし

て評価した。 

 

② 評価結果 

本事業では、計画建物について低層部と高層部による構成とし、高層部について

は板状を避けたタワー形状とすることにより、建物の横幅を抑え、周辺市街地への

日影の影響をできる限り軽減する計画である。 

時刻別日影図によると、計画建物による冬至日の８～16 時までの日影は、事業

計画地の北西側から北東側の広い区域に及ぶものと予測されたが、その区域は商業

地域、準工業地域及び第２種住居地域内となっている。 

等時間日影図によると、事業計画地北側の区域の一部が日影時間が３時間以上の

区域となるが、この区域は商業地域に指定されており、日影規制に適合する。 

なお、本事業の建物による日影が及ぶ隣接敷地の所有者等に対しては、先方の要

望も踏まえ、日照が遮られる時間帯及び留意すべき事項について説明を行う。 

以上のことから、周辺環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全について配

慮されていること、さらに事業による影響が、建築基準法や大阪市建築基準法施行

条例による日影規制の規定に適合することから、環境保全目標を満足するものと評

価する。 
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